
 

 

命    令    書 

 

中労委昭和 58 年(不再)第 14 号 

再 審 査 申 立 人 

中労委昭和 58 年(不再)第 16 号 

再 審 査 被 申 立 人 

 同   

中労委昭和 58 年(不再)第 16 号 

再 審 査 申 立 人 

中労委昭和 58 年(不再)第 14 号 

再 審 査 被 申 立 人 

 

主         文 

本件初審命令主文を取り消し、本件救済申立てを棄却する。 

 

理         由 

第 1 当委員会の認定した事実 

1 当事者等 

(1) 中労委昭和 58 年(不再)第 14 号事件再審査申立人、同昭和 58 年(不再)第 16

号事件再審査被申立人三菱電機株式会社(以下「会社」という。)は、肩書地に

本社を置き、重電機、電子機器、家庭電器、標準電気機器等を製造販売する資

本金 752 億円、従業員約 4万 7,900 人(昭和 56 年 3 月末現在)の会社である。 

(2) 中労委昭和 58 年(不再)第 14 号事件再審査申立人、同昭和 58 年(不再)第 16

号事件再審査被申立人三菱電機株式会社鎌倉製作所(以下「鎌電」という。)は、

肩書地に所在し、防衛庁向けの電子機器、宇宙衛星本体及び衛星搭載機器並び

に電電公社向けのアンテナ等を生産する会社の事業所で、その従業員は約

1,500 人(昭和 57 年 2 月現在)である。 

(3) 中労委昭和 58 年(不再)第 16 号事件再審査申立人、同昭和 58 年(不再)第 14

号事件再審査被申立人総評全国一般労働組合神奈川地方本部(以下「組合」とい

う。)は、肩書地に事務所を有し、神奈川県下の中小企業、一般産業で働く労働

者をもって組織する労働組合で、本件再審査結審時である昭和 59 年 1 月 19 日

現在の組合員は約 2,400 人である。 

三菱電機株式会社 

総評全国一般労働組合神奈川 

地方本部 

三菱電機株式会社鎌倉製作所 



 

 

(4) 会社には、会社の従業員をもって組織する三菱電機労働組合(以下「三菱労組」

という。)があり、鎌電には三菱労組の一支部である三菱電機労働組合鎌倉支部

(以下「支部」という。)がある。 

なお、会社と三菱労組との間には「組合員は会社の社員でなければならない。

会社の社員は組合員でなければならない。」とのいわゆるユニオン・ショップ協

定及び逆締め付け協定がある。 

2 X1 の入社から解雇に至るまでの経過 

(1) X1(以下「X1」という。)は、昭和 39 年 3 月、福島県立郡山工業高等学校を卒

業し、同年 4月 1日、会社の従業員として採用され、同年 10 月、鎌電の計算機

技術部応用機械技術課に配属された。そして以後、同人は昭和 43 年 7 月までの

間、一貫して潜水艦探知装置の磁気測定器の技術開発及び設計の業務に従事し

てきた。 

(2) X1 は、昭和 43 年 7 月、支部役員の選挙で任期 2 年の専従執行委員に選任さ

れ、その間、青年婦人対策部及び福祉対策部の部長として活動した。 

さらに、昭和 45 年 7 月の支部役員(定員 6 人)及び三菱労組中央委員(支部定

員3人)の選挙では、X1は自主的なサークルに所属する仲間とともに立候補し、

選挙の結果、X1 及びその仲間が全定数を制して当選し、X1 は支部の書記長(2

年間の専従)に選任された。 

ところが、昭和 47 年 8 月の支部の役員及び三菱労組の中央委員の選挙では、

X1 ら執行部派と反執行部派との全面的な対立選挙となり、X1 らの推した立候補

者は全員落選した。なお、X1 は、支部役員選挙には立候補せず、支部の決議機

関である支部委員会を構成する支部委員に立候補したが落選している。 

(3) 上記 4 年間の専従を終えた X1 は、昭和 47 年 8 月、専従前の職場とは異なる

電波製造部技術第二課に配属され、速度違反取締用のレーダースピードメータ

ーの開発設計の担当となった。 

(4) 同年 12 月 18 日、鎌電は、会社の仙台営業所から、電子機器販売要員拡充強

化のためとして、次のとおり販売要員の派遣を求められた。 

「職種人員 電子機器販売要員(半導体・ITV その他スピードメーター等)1 名 

希望資格 工技 2～3級又は事務技術 1級 

希望条件 できれば東北地方出身者がより望ましい 

希望日付 昭和 48 年 1 月 16 日付」 

(5) 昭和 48 年 1 月 9 日、鎌電は、X1 に対し、同月 16 日付で仙台営業所電子課へ

の転任を内示したが、これに対し、X1 は、この転任は、同人の組合活動を嫌悪

した不当な措置であること、本人の意向を無視し、労働協約に違反するもので



 

 

あること、同人にとって鎌倉市内の保育園に勤務している妻の離職又は妻との

別居を強いられる結果となり、生活上支障を生ずるものであることを理由にこ

れを拒否した。 

そして、同月 11 日、X1 は支部に対しても同様の理由で、この転任の内示の

撤回に取り組むよう要請した。 

(6) 1 月 16 日、会社は、X1 に対し、同月 29 日までに仙台営業所へ転任すること

を命じた。X1 は、これを拒否し、同日支部に上記 3点の拒否理由を骨子とする

同人の作成した異議申立書の案文を添付したうえ、労働協約第 11 条に基づく異

議申立てをするよう要請した。 

(7) 1 月 19 日に開催された支部委員会では、X1 の転任についての異議申立ては否

決されたが、翌日の支部委員会で再度審議され、60 人中 54 人の賛成をもって

異議申立てをすることが可決された。 

(8) 1 月 20 日、支部は、X1 の転任命令は労働協約第 10 条の規定及び昭和 44 年 8

月の転勤、転任等に関する「覚え書き」に反するものであること並びに労働協

約第 11 条にいう組合員の生活に著しく支障をきたす事由に該当するものであ

ることを理由として、異議を申立てたが、X1 の主張する組合活動を嫌悪してな

された転任であるとの点は採用しなかった。 

この異議申立てにより、会社と支部は、会社側 Y1 副所長、Y2 人事課長及び

Y3 人事副課長が、支部側 X2 執行委員長、X3 副執行委員長、X4 書記長及び X5

執行委員がそれぞれ出席して、1 月 22 日から同月 25 日までの間、12 回にわた

り協議したが、労働協約に定められている発令から 10 日以内の期間にはこの転

任命令は取り消されることなく、結局協議は不調に終わった。 

この間 X1 が協議の傍聴を許されたのは、1回のみであった。 

(9) 翌 1 月 26 日、X1 は、会社を債務者として横浜地方裁判所(以下「横浜地裁」

という。)に転任命令効力停止の仮処分申請を行い、同事件の第 1回審尋期日が

同月 29 日両当事者出頭のうえ開かれた。 

(10) 同日の夜、会社は、X1 が仙台営業所に赴任しないことを理由に、就業規則

第 79 条第 9 号に該当するとして、同規則第 60 条第 14 号に基づき同日付けで

X1 を解雇した。 

(11) X1 の要請により、支部は、1 月 31 日、転任命令に服さなかったのは不当で

ないとして X1 の解雇について労働協約第 16 条第 2 項の規定に基づき異議申立

てを行った。 

鎌電と支部は、転任の異議のときと同様の人員で、2 月 1 日から同月 8 日ま

で 11 回にわたり協議を行ったが、結局双方の主張は平行線をたどり、労働協約



 

 

に規定する協議期間の経過により、この協議は打ち切られた。 

協議打切り後、X1 は、支部に対し、交渉を継続してほしい旨要請したが、支

部は、交渉できないと返事した。その後まもなく、三菱労組は、X1 に対し、組

合員資格喪失通知を発した。 

3 X1 の解雇をめぐる裁判及び本件団体交渉の拒否 

(1) 昭和 48 年 1 月 26 日、上記のとおり、X1 は、横浜地裁に転任命令効力停止の

仮処分申請を行ったが、解雇後、申請の趣旨を「労働契約上の権利を有する地

位にあることを仮に定める」と変更した。 

(2) 同年 2月初旬、鎌電従業員の有志を中心に、会員百数十人の「X1 さんを守る

会」が結成された。そして、同会の会員は、街頭や鎌電門前でのビラ配布、裁

判闘争を維持するに必要な募金活動、上記裁判の傍聴などを行った。 

(3) 昭和 55 年 9 月 1 日、X1 は、組合に加入した。 

(4) 昭和 56 年 1 月 30 日、組合の湘南地域支部、鎌倉市職労、国労大船電車区分

会などで構成する三菱争議支援共闘会議(以下「支援共闘会議」という。)が結

成された。支援共闘会議は、結成後ほぼ毎月 1 回の割合で鎌電門前において数

百名による抗議行動を行い、時には交渉を申し入れたが、鎌電はこれを拒否し

た。 

(5) 11 月 20 日、支援共闘会議の東京統一行動において、その代表団が X1 の解雇

について会社に交渉を求め、会社の Y4 総務課長(本社)に面接したところ、同課

長は「X1 事件の交渉窓口は、鎌電の Y5 総務部長である。」と発言した。 

同月 26 日、支援共闘会議は、鎌電に対し、X1 の解雇につき交渉の申入れを

行ったが、鎌電はこれを拒否した。 

(6) 組合は、12 月 11 日に口頭で、更に同月 14 日には書面で、鎌電に対し、日時

同月 18 日午後 2 時から午後 4 時まで、場所鎌電会議室、議題 X1 の解雇撤回に

ついて、出席者会社側社長以下交渉権限を有する者、組合側本部役員、X1、支

援共闘会議役員合計 5名とする団体交渉を申し入れた。同月 15 日、鎌電は、「X1

は昭和 48 年 1 月 19 日付けで解雇され、社員でなくなったこと、この解雇につ

いては当時 X1 が所属していた支部と労働契約に則り十分協議済みであり、以来

9 年近くを経過していること、本件に関し現に裁判所において係争中であるこ

と、従って団体交渉の必要はない。」としてこれを拒否した。 

(7) 同月 21 日、組合は、神奈川県地方労働委員会(以下「地労委」という。)に団

体交渉促進のあっせん申請をしたが、会社は、昭和 57 年 1 月 29 日、あっせん

を拒否した。 

そこで、組合は、2月 1日、地労委に本件救済を申し立てた。 



 

 

(8) 昭和 58 年 4 月 26 日、横浜地裁は、上記地位保全仮処分申請事件につき、X1

に対する転任命令は労働組合法第 7 条第 1 号、第 3 号に該当し無効であり、解

雇も無効と判示し、X1 の申請を認容する判決を下した。 

会社は、これを不服として東京高等裁判所に控訴し、現在審理中である。 

第 2 当委員会の判断 

会社は、組合が申し入れた X1 の解雇撤回についての団体交渉を拒否したことを

不当労働行為であるとして団体交渉の応諾を命じた初審命令を不服として、また、

組合は、初審命令が誓約書の掲示を求めた部分を棄却したことを不服として、それ

ぞれ再審査を申し立てているので、以下判断する。 

1 会社は、本件団体交渉の申入れは、X1 が解雇された後に加入した組合からなさ

れたものであり、仮に組合が「雇用する労働者の代表者」として団体交渉権を有

しうるとしても、X1 の解雇後 8 年 10 カ月余を経過した時点において行われたも

のであって、社会通念上、合理的な期間内に申し入れられたものではないから、

拒否したことには正当な理由があると主張する。 

そこで、X1 の解雇から本件団体交渉の申入れまでの経緯についてみると、前記

第 1 の 2 の(5)ないし(11)及び同 3 の(1)ないし(6)認定のとおり、①X1 の解雇問

題については、当時同人が所属していた支部が、その前提となった転任命令をも

含めて(ただし、それが組合活動を理由とする不利益取扱いであるとする点を除

く。)取り上げ、会社と前後 23 回にわたって労働協約に定める協議を行ったが、

双方の主張が平行線のまま、協約所定の期間経過をもって不調に帰したこと、②

他方、X1 は、支部と会社間における転任問題の協議不調後、直ちに転任命令効力

停止の仮処分申請を行い、さらに解雇問題の協議不調後は、申請の趣旨を「労働

契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める」と変更し、以後、「X1 さん

を守る会」など同人を支援する人々の助力を得ながら、専ら裁判闘争を行ってき

たこと、③また、X1 が解雇されたのち約 7年 7カ月たって加入した組合が会社に

対して本件団体交渉を申し入れたのは、上記訴訟継続中の昭和 56 年 12 月 14 日

であり、X1 の解雇から右申入れまで約 8 年 10 カ月経過していることが認められ

る。 

これらの経過からみると、会社としては、当初 X1 が所属していた支部と協約

の定めに基づき協議を行い、その後は右協議結果を不満として X1 が提訴した訴

訟に長年対応してきていたものであってみれば、X1 の解雇問題については裁判に

よって決着をつけるべき事柄であると考えていたとしても無理からぬものと思

料される。かかる状況において、支部とは別の組合から、卒然として X1 の解雇

撤回を交渉事項とする団体交渉の申入れがなされたことに対し、解雇から長年月



 

 

を経ていることを理由に会社がこれを拒否したことには正当な理由があるもの

と解するのが相当である。 

したがって、会社が組合の昭和 56 年 12 月 14 日申入れの本件団体交渉に応じ

なかったことをもって労働組合法第7条第 2号に該当する不当労働行為とするこ

とはできないのであって、これに反する初審命令は失当である。 

なお、鎌電は、会社の一事業所であり、会社が本件団体交渉に応じなかったこ

とが不当労働行為に該当しないことは上記判断のとおりであるから、鎌電につい

ても同様である。 

2 組合は、団交応諾命令が発せられて会社が団体交渉に応じたとしても、それま

でに組合が被った団結権の侵害状況は何ら回復されないのであるから、不当労働

行為と認定された以上、誓約書の掲示も命ずるべきであると主張する。 

しかしながら、本件団体交渉拒否を不当労働行為とすることはできないこと上

記 1判断のとおりであり、したがって、組合の主張は、その前提を欠き、採用で

きない。 

以上のとおり、会社の本件再審査申立てには理由があるので、本件初審命令主文

を取り消すこととするが、組合の本件再審査申立てには理由がない。 

よって、労働組合法第 25 条及び第 27 条並びに労働委員会規則第 55 条の規定

に基づき、主文のとおり命令する。 

 

昭和 60 年 2 月 20 日 

中央労働委員会 

会長 石 川 吉右衛門 
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